
令和８年度
（令和８年4月～令和９年3月）
一時立入りに関するお知らせ

令和８年３月
原子力災害現地対策本部

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町





目次

マイカーによる立入り・実施スケジュール等について
P６～１３をご確認ください。

送迎バスによる立入り・実施スケジュール等について
P１４～２３をご確認ください。

申込の方法について
P２～５をご確認ください。

住民一時立入りについて、令和７年度からの主な変更点は以下のとおりです。
○送迎バスの最大運行本数の変更（P14参照）
これまで3台としておりました送迎バスの1日あたりの最大運行数につきまして、令和8年度
から2台に変更となります。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

○監視所の廃止（P27参照）
これまで双葉町の特別通過交通制度対象ルートに設置されておりました、計4つの監視所につ
きまして、令和8年度から廃止となりました。詳細はP27をご確認ください。
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申込の方法［マイカー・送迎バスによる立入り］（１）

令和８年度の一時立入りは、令和８年４月４日（土）から実施しま
す。マイカーを利用した立入り、内閣府が手配する送迎バスを利用した立
入りには、事前の申込が必要です（※）。申込の方法・締切、スケジュー
ル等をご確認の上、お申し込みください。
（※）マイカーを利用した立入りについては、令和８年度もP24～P29に

記載の全スクリーニング場で当日受付を実施します。受付日・時間
などに注意事項がございますので、P12をよくご確認の上、お越しくだ
さい。

【一時立入受付コールセンター（マイカー・送迎バス立入り共通） 】
 電話番号： ０１２０－２２０－７８８（フリーダイヤル）
 申込受付開始日：令和８年４月３日（金）
 申込受付時間：
  平日 8:00～20:00
土日・祝日・年末年始※ 8:00～17:00
（※年末年始期間：令和８年12月24日（木）～令和９年1月3日（日）

   ただし、令和８年12月29日（火）～令和９年1月3日（日）は業務休業）

【一時立入WEB予約受付（マイカー・送迎バス立入り共通）】
 URL：https://www.ichijitachiiri.com

（一時立入受付コールセンターホームページ※）
 申込受付開始日：令和８年４月３日（金）
 申込受付時間：24時間
※WEB予約受付に関する申込の流れは、P4～5 記載の「⼀時⽴⼊WEB予約受付シ
ステムのお知らせ」をご参照ください。

二次元コード
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 申込締切日
＜マイカーによる立入りの場合＞
①コールセンターへのお電話：立入希望日の前日までの申込受付時間内
②WEB予約受付：立入希望日の２日前まで
（例）20日の立入希望であれば、18日中の入力が必要。
申込から立入当日までの流れについてはP11を参照ください。また、予約後にキャンセ
ルや内容変更があった場合は、一時立入受付コールセンターまでご連絡ください。
③当日受付：立入日当日に各スクリーニング場へお越しください（P12参照）。

＜送迎バスによる立入りの場合＞
①コールセンターへのお電話：立入希望日の１週間前までの申込受付時間内
②WEB予約受付：立入希望日の１週間前まで
（例）4月20日の立入希望であれば、4月13日中の入力が必要。
（注）当日申込・受付はできません。必ず、締切日までに申込を行ってください。
予約後に、集合場所と集合時間の詳細を送迎バス担当より確認（電話連絡）を
させていただきます。
送迎バス担当 電話番号：０２４０－２３ー５３５７ 
（注）予約専用の番号ではございませんのでご注意ください。

確認後、立入り5日前にお迎え先やお迎え時間等を記載した決定通知書を発送さ
せていただきます。
申込から立入当日までの流れについてはP22を参照ください。
また、予約後にキャンセルや内容変更があった場合、立入日前日の一時立入受付
コールセンター申込受付時間内であれば、一時立入受付コールセンターへ、それ以
降や当日は決定通知書に記載された連絡先へご連絡ください。

 その他注意事項
• コールセンターに電話がつながりにくい場合は、お手数をおかけしますが、時間をおいておかけ直しください。
• 気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。
• 公益一時立入りの申込・お問い合わせは、これまでどおり各自治体にご連絡ください。
• 資料の送付先を変更する場合は、必ず変更内容をご連絡ください（大熊町と浪江町はコールセンター、富岡町
と双葉町は町が連絡先となっています）。

申込の方法［マイカー・送迎バスによる立入り］（２）
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1

（ご参考）一時立入WEB予約受付システムのお知らせ

ログイン

登録
一時立入受付HP

WEB予
約

一時立入受付のホームページから
 WEB予約受付システムへアクセスします。

2
『利用登録はこちら』からユーザー登録を行います。
 利用規約に同意のうえ、ユーザー情報を入力してください。

4

登録したメールアドレスとパスワードを入力しログインします。

5
ログイン用の一時的なパスワードがメールで届きます。
届いたパスワード（数字４桁）を入力し認証します。

3
登録したメールアドレスに認証用のメールが送信されます。
記載のURLにアクセスすることで登録が完了します。

URL:https://www.ichijitachiiri.com
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注意事項 立入り

予約

申込受付時間：平日8:00～20:00／土日・祝日・年末年始※8:00～17:00
（※年末年始期間：令和８年12月24日（木）～令和９年1月3日（日）
    ただし、令和８年12月29日（火）～令和９年1月3日（日）は業務休業）

一時立入受付コールセンター 電話番号：0120-220-788

● 登録されたユーザー情報について確認のご連絡をさせていただく場合がございます。
● 予約時に特記事項（車両の駐車等）がある際はコールセンターへご連絡をお願いします。
● 予約内容に不備等があった場合、コールセンターよりご連絡します。
確認ができ次第の予約受理となりますので、予めご了承ください。

● 「12月29日～1月3日」の予約申請に対するコールセンターからのご連絡（確定通知のメール
送付含む）は、「1月4日以降」となります。

6

予約したい立入り（マイカー・送迎バス）を選択します。

7
カレンダーから予約する日を選択します。
 車両情報などを入力し、予約を申請します。

8
コールセンターで予約された内容を確認します。
確認したい点がある場合コールセンターより電話にて
ご連絡します。
予約が受理された後、確定通知がメールで届きます。

※マイカー立入りの場合はスクリーニング場の選択画面を挟
みます。
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マイカーによる立入りについて
○立入時間

4月、10月～3月：9:00～16:00の最大7時間（受付時間含む）です。
 5月～9月  ：6:00～16:00の最大10時間（同上）です。

※6:00～9:00の間に立入りをされる場合は、何時頃にスクリーニング場に到着予定か予約時にお申し
 出ください。

○休止日と限定開催日
原則、水曜日・木曜日を休止日としますが、月1回程度、①加倉②新夜ノ森の
２つのスクリーニング場に限定して受付を実施し、立入りできるようにしています。

○当日受付（P12もご確認ください）
以下の時間に各スクリーニング場へお越しください。
 4月、10月～3月：当日9:00～14:00

 5月～9月  ：当日6:00～14:00

当日受付は、事前予約をした場合に比べて、10分程度受付でお待ちいただくこ
とがあります。また、道路や住宅前の鍵開け対応に時間が掛かる場合がありますの
で、ご了承ください。
なお、令和７年度よりお盆・お彼岸期間についても当日受付が可能となりました。

○帯同車両台数
立入申込者の車両に帯同するご親戚や引越業者等の車両は5台まで可能です。

（立入申込者の車両とあわせて6台まで可）
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マイカー立入り実施スケジュール（令和８年4月～6月）
【注意】気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

7

早朝立入（６時～）実施日 立入休止日

早朝立入（６時～）実施日 立入休止日

立入実施日 立入休止日

早朝立入（６時～）実施日 立入休止日



マイカー立入り実施スケジュール（令和８年7月～9月）
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【注意】気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

早朝立入（６時～）実施日 立入休止日

早朝立入（６時～）実施日 立入休止日

早朝立入（６時～）実施日 立入休止日

早朝立入（６時～）実施日 立入休止日
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マイカー立入り実施スケジュール（令和８年10月～12月）
【注意】気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

立入実施日 立入休止日

立入実施日 立入休止日

立入実施日 立入休止日

立入実施日 立入休止日



マイカー立入り実施スケジュール（令和９年1月～3月）
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【注意】気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

立入実施日 立入休止日

立入実施日 立入休止日

立入実施日 立入休止日

立入実施日 立入休止日



１． コールセンターへ電話（0120-220-788）し、「問い合わせ番号」
及び世帯主様のお名前をお伝えください。
※本人確認のため、電話番号や住所を確認させていただくことがあります。
※立入希望日の前日の申込受付時間内までに申込をお願いします。
※前日までの申込ができなかった場合の当日受付については、P12をご確認ください。

２． 立入りを希望される日をオペレーターにお伝えください。

３． 通行証発行等に必要な情報を確認させていただきます。
・受付するスクリーニング場名（行き・帰り）
・立入車両の情報（ナンバー、車種、色）
・立入人数（安全確保等の観点から可能な限り2名以上での立入りをお願いします）
・帯同業者の有無
・立入先（ご自宅又はお墓）など
 ・巡回スタッフの同行依頼など

 ※ご自宅以外に立入る場合も、可能な範囲で町名等を確認させていただきます。

４． 立入当日は、以下のものを忘れずにご持参ください。
①立入者名簿（3枚複写式:事前に立入る方全員のお名前、生年月日※、連絡先等を漏れなくご記
入ください)
※本人確認が行われた場合には、生年月日の記載を省略することができます。その場合、当方の控え
に生年月日を控えさせていただくことを予めご了承願います。

②世帯主からの委任状（代理人による立入り（世帯主のご家族による立入りを除く）の場合）
③ご本人であることを確認できる書類（原則免許証・マイナンバーカード・学生証等顔写真付きのも
のとする。）

※受付の際、立入者名簿の未記入などの場合に記入をお願いすることがあります。

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

立
入
当
日

～これで、申込完了です。～

【注意】
通行証の事前送付はありません。通行証は、当日、行きの受付を行うスクリーニング場で
お渡しします。

WEBによる予約受付については、P4～5をご参照ください。当日受付については、Ｐ12
をご参照ください。

コールセンターへの申込から立入当日までの流れ［マイカー立入り］
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１．立入りを希望する日の当日は、以下のものを忘れずにご持参いただ
き、9:00～14:00の間にスクリーニング場へお越しください。
（5月から9月は、6:00～14:00）

①立入者名簿（3枚複写式:事前に立入る方全員のお名前、生年月日※、連絡先を漏れなくご記入
ください)
※本人確認が行われた場合には、生年月日の記載を省略することができます。その場合、当方の控え
に生年月日を控えさせていただくことを予めご了承願います。

②世帯主からの委任状（代理人による立入り（世帯主のご家族による立入りを除く）の場合）
③ご本人であることを確認できる書類（原則免許証・マイナンバーカード・学生証等顔写真付きの
ものとする。 ）

３． 通行証発行等に必要な情報を確認させていただきます。
・帰りの受付をするスクリーニング場名
・立入車両の情報（ナンバー、車種、色）
・立入人数（安全確保等の観点から可能な限り2名以上での立入りをお願いします）
・帯同業者の有無
・立入先（ご自宅又はお墓）など

 ※ご自宅以外に立入る場合も、可能な範囲で町名等を確認させていただきます。

～これで、申込完了です。～

【注意】
当日受付は、P7~10のスケジュールに記載した立入実施日にスクリーニング場に9:00
～14:00にお越しいただいた場合のみ可能です。（※5月から9月は6:00～14:00）
また、お盆・お彼岸期間についても当日受付を可能としております。 当日受付は、事前
予約をした場合と比べて10分程度受付に時間が掛かる場合がありますので、予めご了
承ください。

当日受付の流れと注意事項［マイカー立入り］

２．スクリーニング場では、スタッフに当日受付を希望する旨と「問い合わ
せ番号」及び世帯主様のお名前をお伝えください。

※本人確認のため、電話番号や住所を確認させていただくことがあります。
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１．一時立入当日は、以下のものを忘れずにご持参ください。

２．緊急時に連絡がとれるよう、携帯電話・スマートフォンをお持ちの方は当日ご持参のうえ、立入
者名簿に番号をご記入ください。

３．天候に応じたご準備をお願いします。
４．スクリーニング場での受付開始時刻は9:00です（5月から9月は6:00）。
５．立入後のスクリーニング場へのお戻りは、16:00までにスクリーニング場で退出の手続が完了で
きるように戻られますようお願いします。

６．スクリーニング場への経路、受付方法等について
（1）コールセンター・WEBでの事前申込の場合、申込の際に登録されたスクリーニング場で必ず行

きの受付を行ってください。また、立入後は、通行証に記載されたスクリーニング場で帰りの受付
をし、スクリーニングを受けるようお願いします。（※スクリーニング場への経路は、P24～29の
地図をご参照ください。）

（2）受付は、「ドライブスルー」方式（※車に乗ったまま受付を行う方式）です。
（3）帰還困難区域では、一時立入車両通行証をダッシュボードの上に置き、車外から確認できる

ようにしてください。
（4）帰還困難区域の道路には、バリケードが設置され通行できない箇所が多数ありますので、スク

リーニング場でご確認のうえ立入りされることをお勧めします。
（5）お帰りの際は、スクリーニング場にて線量計等の資機材を忘れずに返却ください。
７．各町からご案内のとおり、 帰還困難区域への15歳未満の方や妊娠している方の立入りはお控

えください。
８．ご自宅や避難先の鍵をお忘れにならないようご注意ください。
９．帰還困難区域以外の立ち寄り先では防護服（白衣）はお脱ぎください。
10．各スクリーニング場でのスクリーニングの結果、高線量時の除染が必要となった場合、
毛萱・波倉支援施設（P２４参照）で高圧洗浄施設による除染が可能です。

11. 墓参用に使用する水をスクリーニング場で汲むことが可能です。
12. 立入りをされた実績（立入日、立入者等）を記載した証明書を発行可能です。ご希望の方は
一時立入受付コールセンターまでお問い合わせください。証明書は後日郵送いたします。

① 立入者名簿（3枚複写式:事前に立入る方全員のお名前、生年月日※、連絡先を漏れなくご記
入ください)
※本人確認が行われた場合には、生年月日の記載を省略することができます。その場合、当方の控え
に生年月日を控えさせていただくことを予めご了承願います。

② 世帯主からの委任状（代理人による立入り（世帯主のご家族による立入りを除く）の場合）
③ ご本人であることを確認できる書類（原則免許証・マイナンバーカード・学生証

等顔写真付きのものとする。立入る方全員必要。）

【必ずお読みください】お出かけになる前に［マイカー立入り］

13



送迎バスによる立入りについて（１）

○「送迎バス立入り」

「送迎バス立入り」とは、P18～21に掲載の「送迎バス立入実施スケジュール」の
予約可能日に限り、JR常磐線の最寄り駅（富岡駅、夜ノ森駅、大野駅、双葉
駅、浪江駅）、福島県内主要駅（いわき駅、郡山駅、会津若松駅、福島駅
等）、避難先１２エリア（P16～17参照）等から小型バス（最大8名まで）
に原則１世帯毎に乗車して立入りできる制度です。
（注１）JR常磐線の最寄り駅・福島県内の主要駅までは公共交通機関等でお越しいただくことになります。

（注２）1日あたり最大２台までとします。

（注３）立入時間は最大５時間までとします。
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送迎バスによる立入りについて（２）
○実施日
令和８年４月１７日（金）～毎週原則金・土・日曜日、お盆・お彼岸期間
（年末年始、年度末・始め等除く）
（P18～21の「送迎バス立入実施スケジュール」をご確認ください。）

○集合場所
JR常磐線各駅（富岡、夜ノ森（東口）、大野（西口）、双葉（東口）、浪江）、
福島県内主要駅（いわき駅、郡山駅、会津若松駅、福島駅等）、避難先12エリア。
※JR常磐線各駅、福島県内主要駅からおおむね5km程度の範囲に近隣するご自宅、宿泊施設
 等の場合、お迎えが可能な場合があります。予約時にお気軽にご相談ください。

○立入時間
9:00～16:00（受付時間を含む。）としますが、立入先での滞在時間は最初の立
入先に降車してから5時間を上限とします。
なお、集合場所への送迎時間を考慮した開催時間（9～16時）内での対応となりま
す。集合場所へのお迎えは7：00から可能です。
また、入域・退域の時間は以下の時間帯を推奨します。
【入域】受付したスクリーニング場からの出発時間 9:00～11:00の間
【退域】受付したスクリーニング場への戻り時間 13:00～15:00の間

○立入先
複数箇所（自宅及び墓地等）の立入りも可能ですが、立入先での滞在時間は最初
の立入先に降車してから5時間が上限です。

○立入人数
最大８名までです。なお、1日あたり最大２台とし、1世帯につき1台の小型バスに乗
車していただきます。
※原則１台につき１世帯ご乗車いただきますが、送迎バスの定員の範囲内であれば１台に複数世
帯乗車いただくことを可能といたします。

○立入回数
原則、各世帯につき、一月あたり３回までとさせていただきます。ただし、他のご利用者
様との予約状況により、４回目以上の立入りも可能な場合があります。
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送迎バスによる立入りについて（3）
避難先エリア（福島県復興団地）

住所

1 富岡町・曲田第一 富岡町大字小浜字中央３７４番地の１ 他

2 富岡町・曲田第二 富岡町大字小浜字反町１３－１

3 富岡町・栄町 富岡町大字小浜字中央５８３

4
大熊町・大川原災害公営住
宅、大川原第２災害公営住
宅、大川原再生賃貸住宅

大熊町大字大川原字南平

5 大熊町・大野南再生賃貸住宅 大熊町下野上字大野１０８５－３

6 大熊町・原再生賃貸住宅 大熊町下野上字原６７－７ 他

7 双葉町・駅西住宅 双葉町大字長塚字町西１番地２４

8 浪江町・幾世橋 浪江町大字幾世橋字来福寺西２６２番地

9 浪江町・請戸 浪江町大字請戸字北廹３２番地４７

10 浪江町・津島 浪江町大字下津島字松木山地内

11 北信 福島市鎌田字児子池４１－１

12 笹谷 福島市笹谷字石田７－３

13 飯坂 福島市飯坂町銀杏５－１

14 北沢又 福島市北沢又字台前北１－１０　他

15 北中央 福島市北中央三丁目１３－１

16 根柄山 二本松市油井字根柄山７２－１

17 石倉 二本松市油井字大窪９６　他

18 表 二本松市表二丁目８１６

19 若宮 二本松市若宮二丁目８－１

4 川俣町エリア 20 壁沢 伊達郡川俣町舘３－１　他

21 柴宮 郡山市安積町荒井字柴宮山４３－２　他

22 富田 郡山市富田東六丁目２３

23 日和田 郡山市日和田町字原１２－１３０

24 日和田仮設 郡山市日和田町高倉字諏訪前８２ 応急仮設住宅Ｂ２－５号

25 八山田 郡山市八山田西二丁目２９９　他

26 東原 郡山市東原三丁目１７７　他

27 安積 郡山市安積町笹川字西長久保１－１２５

28 鶴見坦 郡山市鶴見坦一丁目５－３１

29 守山駅西 郡山市田村町岩作字小人町６０－１

3 二本松市エリア

5 郡山市エリア

エリア 団地名

1 四町エリア

2 福島市エリア

16



住所

6 三春町エリア 30 平沢 三春町大字平沢字四合田２３６

31 石崎北 田村市船引町船引字石崎１５－１９８

32 石崎南 田村市船引町船引字石崎１５－１５７

33 白坂 白河市白坂一里段６－２８７

34 南湖南 白河市鬼越１１８－３　他

35 古川町 会津若松市古川町３－１０

36 年貢町 会津若松市門田町大字年貢町字大道東４４４－１　他

37 城北 会津若松市城北町１－２０

38 白虎 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原２７３　他

39 上町 南相馬市原町区上町一丁目１２－１

40 北原 南相馬市原町区北原字前谷地２３０－１　他

41 牛越 南相馬市原町区牛越字辻内１－１　他

42 南町 南相馬市原町区南町四丁目９－１

43 西町 南相馬市鹿島区西町三丁目５４－１

11 広野町エリア 44 下北迫 広野町大字下北迫字上大吹７－１　他

45 宮沢 いわき市内郷宮町宮沢６１－４１

46 湯長谷 いわき市常磐上湯長谷町五反田１３１

47 下神白 いわき市小名浜下神白字館ノ腰９－１　他

48 八幡小路 いわき市平字八幡小路４３－６

49 大原 いわき市小名浜大原字丙新地８６－１

50 家ノ前 いわき市小川町高萩字家ノ前３３　他

51 北好間 いわき市好間町北好間字沢小谷４６－１　他

52 勿来酒井 いわき市勿来町酒井青柳８－２　他

53 泉本谷 いわき市泉町本谷字八合７－１　他

54 中原 いわき市小名浜字中原８－１

55 磐崎 いわき市常磐下湯長谷町字一町田１－１

56 四ツ倉 いわき市四倉町上仁井田字九反坪１－１

57 平赤井 いわき市平赤井字笹目田３０－3

58 下矢田 いわき市鹿島町下矢田字榎木内４４－１

59 関船 いわき市常磐関船町二丁目１３－６　他

60 高萩 いわき市小川町高萩字上代２４－１

団地名

12 いわき市エリア

8 白河市エリア

9 会津若松市エリア

10 南相馬市エリア

7 田村市エリア

エリア

送迎バスによる立入りについて（3）
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送迎バス立入り実施スケジュール（令和８年4月～６月）

送迎バス立入予約可能

【注意】気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。
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送迎バス立入予約可能

【注意】気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

送迎バス立入り実施スケジュール（令和８年７月～令和8年９月）
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送迎バス立入予約可能

【注意】気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

送迎バス立入り実施スケジュール（令和８年10月～令和8年12月）
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送迎バス立入予約可能

【注意】気象状況等により、やむを得ず一時立入りを中止することがあります。

送迎バス立入り実施スケジュール（令和９年１月～令和９年３月）
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１． コールセンターへ電話（0120-220-788）し、「問い合わせ番号」
及び世帯主様のお名前をお伝えください。
※本人確認のため、電話番号や住所を確認させていただくことがあります。
※立入希望日の1週間前の申込受付時間内までに申込をお願いします。

２．オペレーターに以下の内容をお伝えください。
・立入を希望される日
・利用する駅又は避難先12エリア（避難所）・お迎え希望時間（朝7時以降）
・受付するスクリーニング場名
・立入人数（最大８名まで） ・立入先（ご自宅、お墓）など
※バス立入可能な日及びスクリーニング場を一時立入実施スケジュールでご確認の上申し
込みください。

３．通行証発行等に必要な情報を確認させていただきます。

４．コールセンター予約後、お迎え先/お迎え時間の詳細を調整させていただき
ます。(送迎バス担当：０２４０ｰ２３ｰ５３５７から連絡します)

５．立入日の5日前にお迎え先やお迎え時間等を記載した決定通知書を
発送します。
※予約後の変更やキャンセルは、一時立入受付コールセンターへ立入日前日の申込受付時間内までにご連
絡ください。それ以降の変更・キャンセルについては、決定通知書に記載してある連絡先にご連絡ください。

６． 立入当日は、以下のものを忘れずにご持参ください。
①立入者名簿（3枚複写式:事前に立ち入る方全員のお名前、生年月日※、連絡先を漏れなくご記入
ください)

※本人確認が行われた場合には、生年月日の記載を省略することができます。その場合、当方の控えに生
年月日を控えさせていただくことを予めご了承願います。

②世帯主からの委任状（代理人による立入り（世帯主のご家族による立入りを除く）の場合）
③ご本人であることを確認できる書類（原則免許証・マイナンバーカード・学生証等顔写真
付きのものとする。）

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

立
入
当
日

【 注 意 】
通行証の事前送付はありません。通行証は、当日、行きの受付を行うスクリーニング場でお
渡しします。
送迎バスによる立入りの当日受付はできません。必ず立入希望日の1週間前までに、コー
ルセンターにお申し込みください。WEBによる予約受付については、P4～5をご参照ください。

コールセンターへの申込から立入当日までの流れ［送迎バス立入り］
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１．一時立入当日は、以下のものを忘れずにご持参ください。

２．緊急時に連絡がとれるよう、携帯電話・スマートフォンをお持ちの方は当日ご持参のうえ、
立入者名簿に番号をご記入ください。

３．天候に応じたご準備をお願いします。
４．立入時間は最初の立入先に降車してから５時間が上限です。ただし、集合場所への送
迎時間を考慮した開催時間内での対応となります。集合場所へのお迎えは7：00から可能
です。
５．スクリーニング場のご出発は9:00～11:00を推奨します。
６．立入後のスクリーニング場へのお戻りは、13:00～15:00を推奨します。
７．スクリーニング場への経路、受付方法等について
（1）コールセンターへの事前申込の際に登録されたスクリーニング場へご案内しますので、そ

ちらで行きの受付を行います。また、立入後も、同様にスクリーニング場で帰りの受付をし、
スクリーニングを受けるようお願いします。

（2）お帰りの際は、スクリーニング場にて線量計等の資機材を忘れずに返却ください。
８．一世帯あたりの一時立入りの人数は最大８名までとなります。
９．各町からご案内のとおり、 帰還困難区域への15歳未満の方や妊娠している方の立入り
はお控えください。

10．ご自宅や避難先の鍵をお忘れにならないようご注意ください。
11．バスの乗降やトイレに介助が必要な場合は、必ず介助できる方と一緒に立入りをしてく
ださい。

12．帰還困難区域以外の立ち寄り先では防護服（白衣）はお脱ぎください。
13．持ち込み・持ち出し可能な物品は、利用する交通機関の法令や規則等で認められてい
る物品で、かつ、立入りする方が自ら持てる範囲の物品です。

14. 墓参用に使用する水をスクリーニング場で汲むことが可能です。

① 立入者名簿（3枚複写式:事前に立入る方全員のお名前、生年月日、連絡先を漏れなくご記入く
ださい)

② 世帯主からの委任状（代理人による立入り（世帯主のご家族による立入りを除く）の場合）
③ ご本人であることを確認できる書類（原則免許証・マイナンバーカード・学生証

等顔写真付きのものとする。立入る方全員必要）

【必ずお読みください】お出かけになる前に［送迎バス立入り］
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スクリーニング場と有人ゲート

(3)長塚越田スクリーニング場

福島第一原子力発電所

（※）福島県道路総室ＨＰ（http://www.pref.fukushima.jp/douro/kisei/kisei-list.htm）を加工

長者原立体交差ゲート（東）

陳場下交差点東ゲート

高万迫ゲート（東）

(2)加倉スクリーニング場

中央台ゲート

(4) 大熊スクリーニング場

鴻草高田ゲート

郡山西原ゲート

山田富沢橋東ゲート

滑津橋ゲート

三角屋ゲート（東）

双葉病院前ゲート

常磐富岡IC

浪江IC

大熊IC

常磐双葉ＩＣ

(1)津島スクリーニング場

(5)新夜ノ森スクリーニング場
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○ 津島スクリーニング場は、下図の①です。
 所在地：浪江町大字下津島字萱深１１番地

国道
４５９号

看
板

←川俣町

「福島県立浪江高等
学校津島校」の看板

全体図

拡大図

浪江駅

つ し ま

つしま

津島スクリーニング場
（津島活性化センターの

西側約３００m）

つ し ま

（１）津島スクリーニング場

浪江ＩＣ

つしま

津島スクリーニング場

１

津島中学校

浪江町役場津島支所
津島町営住宅

津島中学校

出口専用

１
入口専用

25



浪江町役場

←川俣

○ 加倉スクリーニング場は、下図の①です。
所在地：浪江町大字加倉字加倉前２０－１

（常磐自動車道浪江インターチェンジ近く、
  国道１１４号沿い 旧ファミリーマート駐車場）

か く ら

かくら

加倉スクリーニング場
（浪江ＩＣ近く、国道１１４号沿い
旧ファミリーマート駐車場）

１

か く ら

（２）加倉スクリーニング場

浪江ＩＣ

国道１１４号

入口専用

出口専用
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国道６号

大熊ＩＣ

大熊町

浪江町

双葉町

国道２８８号

県道３５号

常磐双葉ＩＣ

やまだとみざわばしひがし

山田富沢橋東ゲート
２

双葉北小学校

 ながつかこえだ

長塚越田
スクリーニング場

１

県道３５号

← 田村市

こうのくさ たかだ

鴻草高田
ゲート

３
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○ 長塚越田スクリーニング場は、下図の①です。
所在地：双葉町大字長塚字越田１－３８（双葉北小学校東側）

○ ②、③の各ゲートでは、いったん停止し、通行証、立入者名
簿、本人であることを確認できる物（免許証・マイナンバー
カードなどの顔写真付きのものなど）を提示してください。

○ 山田地区国道２８８号沿い及び鴻草地区町道１０１号新山鴻草
線沿いに設置されていた計４か所の監視所は、令和８年度から廃止
されましたが、引き続き同区間における特別通過交通制度に伴う通行
制限がありますので、詳しくは双葉町公式ホームページでご確認ください。

○ 鴻草地区特別通過交通制度対象ルートについては、夜間（１８：
００～８：００）は引き続き車両も含めて通行禁止となっております。

ながつかこえだ

な が つ か こ え だ

（３）長塚越田スクリーニング場



○ 大熊スクリーニング場は、下図の①です。
所在地：大熊町大字熊字新町５４－１

（旧大熊町文化センター駐車場）

○ ②～⑤の各ゲートでは、いったん停止し、通行証、立入者名
簿、本人であることを確認できる物（免許証・マイナンバー
カードなどの顔写真付きのものなど）を提示してください。

 お お く ま

（４）大熊スクリーニング場

※令和6年度まで設置されていた「新町大橋ゲート」については、有
人ゲートではなくなりましたが、引続きバリケードは設置されてお
ります。事前に申請をいただくことで当該バリケードを通過するこ
とは可能ですが、開閉担当の到着にお時間をいただく可能性がある
ことをご了承願います。
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おおくま

← 田村市

県道３５号

おおくま

大熊スクリーニング場

１

国道６号

やまだとみざわばしひがし

山田富沢橋東ゲート

←

南
相
馬

い
わ
き→

大熊町道東６７号

さんかくやひがし

三角屋東ゲート

５

大熊ＩＣ

なめつばし

滑津橋ゲート
３

ふたばびょういんまえ

双葉病院前ゲート
２
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○ 新夜ノ森スクリーニング場は、下図の①です。
所在地：富岡町大字本岡字新夜ノ森58７-1

（常磐富岡インターチェンジから６ｋｍ、国道６号線沿い、旧富岡消
防署跡地）

し ん よ の も り

し ん よ の も り

（５）新夜ノ森スクリーニング場
←

南
相
馬

い
わ
き→

しんよのもり

新夜ノ森スクリーニング場

１

夜ノ森駅

常磐富岡ＩＣ
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一時立入実施要領
令和7年4月1日改正

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町
原子力災害現地対策本部

  帰還困難区域への一時立入実施基準（令和6年6月1日原子力災害現地対策本部改正）の規定に基
づき、及び同基準を実施するため、この要領を制定する。

１．立入実施日
    立入実施日は、原子力災害現地対策本部が定める「一時立入実施スケジュール」の日程の範囲内で行
えるものとする。ただし、悪天候等の条件により一時立入りが危険であると判断される場合は、一時立入りを
中止する場合がある。

２．立入者の線量管理
   スクリーニング場において、立入後の線量計を確認し、線量の記録を行い、立入者の個人線量管理を行う。

３．立入手続
【自家用車又はこれに準ずる自動車の場合】
（１）申込方法
     立入りを希望する者は、立入希望日の前日までにWeb又は内閣府が設置したコールセンターにより申し 
込むことができる。
（２）受付
     ①立入当日は、スクリーニング場において受付を行う。ただし、何らかの理由で事前に申込ができなかった者

については、当日の午後２時までにスクリーニング場において当日受付を申し込むことができる。受付時
には線量管理の観点から様式１による立入者名簿に問い合わせ番号、氏名、生年月日等を記載する
こととする。ただし、申込者の本人確認が行われた場合には、生年月日の記載は不要とする。

     ②立入申込者と同一の行動をとる同行者は、立ち入ることができる。同行者は、スクリーニング場の受付時
に同行を申し出ることができる。同行者は、受付時に、立入者名簿に氏名及び生年月日を記載しなけ
ればならない。ただし、同行者の本人確認が行われた場合には、生年月日の記載は不要とする。

     ③代理人（世帯主の家族を除く。）による立入りの場合、世帯主からの委任状を必要とする。
     ④スクリーニング場は、津島スクリーニング場、加倉スクリーニング場、長塚越田スクリーニング場、大熊スクリ

ーニング場及び新夜ノ森スクリーニング場を使用する。
⑤受付時においては、様式２による通行証を交付し、個人線量計、防護装備､無線機等を借り受ける。
また、希望に応じ、空間線量計を1世帯に1台借り受けることができる。

     ⑥立入終了後は、スクリーニング場においてスクリーニングを実施するとともに貸与物品の返却を行う。
（３）立入時間
     午前９時から午後４時までとする。ただし、５月から９月までの住民一時立入り（内閣府が住民に対し
て通行証を発行するもの。）の実施日（限定開催日を含む。）においては、午前６時から午後４時までと

   する。
（４）立入先
     立入時間の範囲内で複数可能とする。
（５）立入人数
     安全確保の観点から2名以上とすることが望ましい。
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（６）立入車両・持出可能物
     ①スクリーニング場の場所的制約のため、立入車両の台数は、引越業者等の帯同業者を含め1世帯に

つき合計６台までとする。
     ②スクリーニング場の場所的制約のため、立入可能車両のサイズについては、原則全長6.4ｍ（概ね2

ｔトラック相当）以下の車両とする。ただし、スクリーン場によっては6.4ｍ以上の車両を認める場合が
ある。

     ③スクリーニング基準（13,000cpm）を超える物品又は経口摂取する物品は持出しを認めない。
（７）その他
     ①希望に応じ、様式３による車両及び持出物品のスクリーニング済書及び様式４による一時立入りをし

た日時や立入者等を記録した一時立入証明書を発行する。
 ②スクリーニング場では、一般ごみの回収は行わない。

【内閣府が手配するバス（送迎バス）の場合】
（１）申込方法

 立入りを希望する者は、立入希望日の１週間前までにWeb又は内閣府が設置したコールセンターにより
申し込むことができる。事前に申込がない場合の立入りは認めない。なお、1日当たりの受付件数（送迎バ
スの台数）は、原子力災害現地対策本部が定める件数とする。
（２）受付
 立入当日は、原子力災害現地対策本部が指定する福島県内の駅や避難所等の集合場所に参集す
る。その後、送迎バスによりスクリーニング場まで移動をし、受付を行う。

（３）立入時間
     午前9時から午後4時までのうち、送迎バスを降車してから、５時間を限度とする。ただし、集合場所への
送迎時間を考慮し、かつ、一時立入実施時間内とする。
（４）立入人数
     送迎バスに乗車できる人数を限度とする。
（５）持出可能物
     ①持ち出せる物品は、送迎バス（マイクロバス等）に持ち込める物品、かつ、立入者が自ら持てる範囲

の物品とする。
     ②スクリーニング基準（13,000cpm）を超える物品及び経口摂取する物品の持出しは認めない。
（６）その他
     上記に定めのない事項は、【自家用車又はこれに準ずる自動車の場合】に準ずる。

4．その他
(１) 本要領は、令和７年４月１日から施行する。
(２) 本要領に記載のない事項及び詳細は、原子力災害現地対策本部等による「一時立入りに関するお知 
らせ」を参照することとする。
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様式１：立入者名簿

様式２：通行証（例）



様式３：スクリーニング済書（例）
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様式４：一時立入証明書（例）



【メモ】
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一時立入受付コールセンター
０１２０－２２０－７８８

＜受付時間＞
平日   8：00～20：00
土日、祝日、年末年始※  8：00～17：00
（※年末年始期間：令和８年12月24日（木）～令和９年1月3日（日）

  ただし、令和８年12月29日（火）～令和９年1月3日（日）は業務休業）
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